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〈防護資機材の整備について〉

北海道では、住民輸送業務、物資輸送業務及び道路等の復旧・
維持に関する業務など応急対策活動に従事する民間事業者が適切な
被ばく管理を行うため、防護服、個人線量計等必要な防護資機材を
整備しています。
また、これらの応急対策活動を実施する民間事業者の被ばく線量
は、国際放射線防護委員会（ICRP）勧告における計画被ばく状況
（平時）の一般公衆の被ばく線量限度である１ｍSvを超えないよう、
管理することとしています。



個人線量計 PDM-222VC 取扱説明

■電源の入れ方

①の電源スイッチを約3秒間押し続けると電源がONになり、測定を開始します。

■電源の切り方

①の電源スイッチを約2秒間押すと電源が切れます。

■バックライトのつけ方
電源スイッチか設定スイッチ（Fnスイッチ）を押すと、約10秒間バックライトが点灯
します。

■測定値の確認方法
バックライト点灯時、

①の電源スイッチを押すごとに「積算線量→線量率→ON時間→積算時間→積算線量」

の順に表示が切り替わります。

［積算線量］本機の電源をONにしてからリセットするまでの間の被ばく量の積算値を表示します。

単位はμSv、mSv、Svです。

［線 量 率］ 現在の1時間当たりの放射線量を表します。単位はμSv/h、mSv/h、Sv/hです。

［ＯＮ時間］電源をONにしてからOFFにするまでの使用時間を表示します。

単位は「時間：分」です。

［積算時間］積算時間は過去のON時間の合計値と現在のON時間の合計を表示します。

単位は「時間」です。（リセットするまでの積算時間）

■積算線量と積算時間のリセット方法

電源をOFFにした状態で①の電源スイッチを約15秒間押し続けて

電源をONにしてください。

電源スイッチを押し続けている間、表示が右図のようになります。

表示が「0000」となった時点でリセット動作が完了となります。

使用目的：個人の外部被ばく線量の測定に用います。
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■電池の交換方法

１）電源をOFFにしてください。

２）②部分のキャップを外し、電池を抜き取ります。

３）抜き取り後、機器内部の残留電流放電のため15秒ほどお待ちください。

４）電池の＋側を液晶表示器側に向けて電池を挿入します。

（このとき電源がONになります。）

５）防水のためキャップをゆっくりと奥まで挿入してください。

６）電池は市販のコイン電池(CR2450B)をご使用ください。

※ コイン電池はSONY製を推奨します。Panasonic製は若干厚みがあるため、

無理に挿入すると破損の恐れがあります。

※注意事項

［本体について］

精密機器ですので、強い衝撃等を与えないように、取り扱いにはご注意ください。

本機に振動を与えると線量が上昇する場合がありますので、叩いたりぶつけたり
等の振動を与えないようにご注意ください。

また、携帯電話及びPHSの電波の影響により線量が上昇する場合がございます。本
機装着時は胸ポケットに電波を発する機器を一緒に入れないようにご注意ください。

［電池について］

長期間使用しない場合は電池を抜き取り、使用の際に電池を入れてください。
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個人線量計 測定方法

■個人線量計を起動する ※初回使用時は、積算線量と積算時間を必ずリセットしてください。

電源スイッチを約3秒間、長押します。電源が入ると測定が開始されます。

〈アラーム機能の設定方法〉 ※次頁の図を参照のこと。

■設定モードへの移行

電源をONにした状態で設定スイッチ(Fnと書いたスイッチ)を約10秒間押し続けると、
設定移行確認の表示になるので、一旦設定スイッチを離してください。そして約5秒以内に
再度設定スイッチを押すと、設定モードに入ります。(図1参照)

■設定項目の切り替えと設定値の変更

設定項目は設定スイッチを、設定値は電源スイッチを押すごとに切り替わります。(図2
参照)

■設定値の更新

設定値の変更後、約10秒以内に設定スイッチを約3秒間押し続けると、設定が更新され
ます。

この時に設定完了表示と音を確認してください。

その後、測定表示に移行し、積算線量の測定値を表示します。(図3参照)

■ポケット線量計を着用する

右図のようにクリップを使用し、衣服のポケット等に着用して
ください。

液晶表示部分を体に向けて着用してください。

※男性は胸部、女性は腹部に着用してください。

※個人線量計の表示値が外部被ばく線量になります。

個人線量計の表示値には自然放射線(バックグラウンド)による

外部被ばく線量が含まれます。
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■外部被ばく線量の記録

数値記録票（Ｐ5～）に記入します。



※上記赤枠の数値・項目に設定すること。

※アラーム音は、電源スイッチを３秒押すと止まります。（この時、線量測定は継続しています。）

図１

図２

図３
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個人線量計 記録様式

バス事業者・運転手用
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運送事業者・運転手用
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建設業関係者用
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防護服等の着用について

1 着用の目的

原子力災害により環境中に放出された放射性物質が人体や衣服に付着し、表面汚染や汚染の拡大
につながることを防ぐために防護服等を着用します。また、呼吸による内部被ばくを防ぐために
防じんマスク等を着用します。
ただし、透過力の強いガンマ線や中性子線による外部被ばくからは人体を防護することができな
いため、個人線量計を着用し、活動中の被ばく線量を把握し、記録・保管します。

2 配布するもの

防護服（つなぎ） 防じんマスク ゴーグル

シューズカバー 防護帽 綿手袋／ゴム手袋

個人線量計

 個人線量計と防じんマスクは、配布を受け次第、着用してください。
 その他（防護服、ゴーグル等）は、車両等を出て一定時間作業する場合などに着用して
ください。

防寒着(上下)
（必要に応じて）

雨着(上下)
（必要に応じて）
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3 着用の仕方

（1）個人線量計の確認をします。
※個人線量計の取扱いは、本マニュアル1頁を参照。
・電源が入っていること、表示が0になっていることを確認します。
・男性は胸部、女性は腹部に液晶表示面を体側に向け、背面の「クリップ」、
「首かけ紐」及び「ビニールテープ」等を利用して装着します。
・携帯電話等の電子機器類と同じポケットには入れないこと。

（2）防じんマスクを着用します。

（3）防護帽と綿手袋を着用します。

（4）靴を履いたまま防護服（つなぎ）を着用し、綿手袋の口を防護服の袖の内側に入れます。
※防護服着用の準備としてズボンの裾を靴下の中に入れておくこと

防護帽と綿手袋を
着用した状態

防護服（つなぎ）を着用した状態 綿手袋の口を防護服の袖の内側に入れます。

以下は、車両等を出て一定時間作業する場合などに着用してください。

綿手袋を下に

※必要に応じて、あらかじめ防寒着を
着用し、その上に防護服を着用します。



防護服とゴム手袋の隙間をガムテープ等で止める。
（ガムテープ等は、はがしやすいように最後に折り返し部分を作っておく）

（防護服とシューズカバーの隙間をガムテープ等で止める）

10

（5）ゴム手袋に息を吹き込み、ゴム手袋を膨らませて穴が開いていないことを確認します。
綿手袋の上からゴム手袋を重ねて着け、防護服の袖をゴム手袋の内側に入れます。

（6）ゴム手袋の口にガムテープ等を巻くようにして貼り付け、隙間がないようにします。
また、必要に応じて、ゴム手袋の上に軍手を着用します。

（7）履いている靴の上からシューズカバーを履きます。

ゴム手袋を膨らませて、
穴が開いていないことを確認します。

防護服の袖をゴム手袋の内側に入れます。

強い力で引っ張ると
破れることがあるの
で注意！

ゴム手袋を上に

（8）必要に応じてゴーグルを着用します。

（9）防護服のファスナーを上まで閉め、フードを被り、着用完了です。

※左の写真は、シューズカバーの代わりに、
安全靴を履いているものです。

※降雨雪時は、防護服の上に雨着を着用します。
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（巻いたガムテープ等を先にはがします。）

4 脱ぎ方（汚染の可能性の高い順に脱ぎます。）
脱いだ服等は必ずビニール袋等に封入して保管すること。

※ 個人線量計は指示があるまでは外さないこと（車内でも）。

（1）はじめに、シューズカバーを脱ぎます。

（2）ゴム手袋の口に巻いたガムテープ等を剥がします。
急に力を入れて剥がすとゴム手袋が破れることがあるので注意。
なお、ゴム手袋表面は汚染の可能性があるため、絶対に他の物体等に触れないこと。

（3）ゴム手袋を外します。綿手袋は着けたままにします。

裏返しにするように脱ぎます。

ガムテープ等を剥がします

左手のゴム手袋の口をつまみます。 裏返しにしながら丸めるように外します。
（綿手袋は着けたまま）

① 左手 ゴム手袋を
裏返しに

シューズカバーを
裏返しに

※シューズカバーを脱いだ足はそのまま脱衣エリアに移動します。

※雨着を着用した場合は、
最初に雨着を裏返しに
しながら脱ぎます。
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（4）防護服（つなぎ）を脱ぎます。

（5）ゴーグル、防じんマスクを外します。

② 右手

（6）防護帽をとります。

左手人指し指を右手のゴム手袋の
口の中に入れます。

裏返しにしながら
丸めるように外します。

上半身から裏返しにするように脱ぎます。

ゴム手袋を
裏返しに

人指し指を
ゴム手袋の
中に

防護服を裏返しに
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（8）新しい防じんマスクを着用する。

（9）個人線量計及び新たに着用した防じんマスクは、脱いだ防護服等を返却するまで、
着用したままでいてください。

（7）綿手袋を外します。

① 左手

② 右手

【注意事項】

脱いだ防護服等は、ビニール袋等に封入して保管してください。

（仮に防護服等が汚染されていた場合にも、ビニール袋に封入すれば、

汚染が広がることはありません。）

左手の綿手袋の口をつまみます。 裏返しにしながら
丸めるように外します。

左手人指し指を右手綿手袋の
口の中に入れます。

裏返しにしながら
丸めるように外します。

綿手袋を
裏返しに

人指し指を
綿手袋の中に

綿手袋を
裏返しに
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【中継ポイント】
○防護資機材の配布・返却
○個人線量計数値記録票の記入・提出

【避難退域時検査場所】
◯放射性物質の付着検査（車両・運転手・避難住民等）
◯必要に応じて簡易除染（洗車・拭き取り・脱衣）

「個人線量計」のアラームが鳴った場合は、避難退域時検査場所に引き返し、検査を受けてください。

OIL２
超過区域

民間事業者は、OIL１※３超過区域内での活動は行いません。（実動組織に支援要請します。）
（※３：住民等を１日以内に避難させるための基準です。（空間放射線量率500μSv/h））

※１：住民等を１週間以内に一時移転させるための基準です。（空間放射線量率20μSv/h）
※２：ここでは、「個人線量計」「防じんマスク」「防護服」「防護帽」「ゴーグル」「シューズカバー」

「綿手袋」「ゴム手袋」などのセットを指します。

防護資機材の配布と返却
■ 配 布

OIL２※１超過区域内で活動する場合は、『中継ポイント』で、事前に防護資機材※２を配布します。
その場で「個人線量計」と「防じんマスク」は着用してください。

＜留意事項＞

車両等を出て一定時間作業する必要がある場合などは、防護服等を着用してください。

作業終了後、使用した防護服は、ビニール袋等に封入して保管してください。

■ 返 却
OIL２超過区域内での活動終了後には、避難退域時検査※４を受け、『中継ポイント』で防護資機
材を返却してください。(防護服等を使用した場合は、ビニール袋等に封入したまま返却してくだ
さい。)
その際、「個人線量計」により、活動中の被ばく線量を確認し、記録票に記入して係員に提出して
ください。

（※４：OILに基づく防護措置としての避難等の際に、避難や一時移転される住民等の汚染状況を確認する検査です。）
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個人線量計と防じんマスクを着用するエリア



配布する資機材 用途・使用上の注意など

個人線量計 ・被ばく線量を計測します。配布を受けた後、起動・着用します。（携帯電話

等の電子機器類と同じポケットには入れないでください）

・復路の際、中継ポイントで被ばく線量を確認し、記録票に記入して係員に提

出します。（個人線量計は電源を切らずに係員へ渡してください）

・0.5ミリシーベルトに達した時点でアラームが鳴るよう設定されています。

防じんマスク

・呼吸による放射性物質の吸入を防止します。配布を受けた後、着用してくだ

さい。

防護帽 ・車内での着用は不要です。

・タイヤのパンク修理等、車外に出て長時間作業を行う場

合に着用してください。

・着用したものは、同封したビニール袋に入れ、係員に返却

してください。

＊着用については、取扱いマニュアル８頁

「防護服等の着用について」を参照してください。

ゴーグル

防護服、雨着、

防寒着（冬季）

綿手袋、ゴム手袋、

軍手

シューズカバー

安定ヨウ素剤
・放射性物質の一つである放射性ヨウ素の甲状腺への取り込みを抑える薬です。

・指示があった場合のみ服用します（ただし、ヨウ素アレルギーのある方は服

用できません。）。
写真はシ
代わりに
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《参考：中継ポイントで配布する防護資機材》

※往路では中継ポイント通過以降、また、復路では中継ポイント通過まで、車両の窓はすべて
閉め、車内エアコンは室内モードで走行すること。

※個人線量計のアラームが鳴った場合は引き返し、避難退域時検査場所で検査を受けること。

写真はシューズカバーの
代わりに安全靴を履いて
います。
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放射線測定の目的と使用機器

①活動場所の空間放射線量率の把握 (μSv/h)

→NaI(Tl)シンチレーション式
サーベイメータを使用する。

→活動場所の空間放射線量率を
把握する場合に適宜使用する。

②人や機材等の表面汚染※の有無を把握 (cpm)

→GM管式サーベイメータを使用する。

→活動終了時、避難退域時検査場所にて
使用する。

※「表面汚染」とは、肌や衣服、資機材等に
放射性物質が付着している状態をいう。

③個人の外部被ばく線量を把握 (μSv)

→個人線量計を使用する。

→活動開始時から終了時まで着用、
測定を行う。
※1mSv=1000μSv
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NaI(Tl)シンチレーション式サーベイメータ TCS-171B 取扱説明

■電源の入れ方 →次頁「起動時の機器状態確認」参照のこと

①の電源スイッチを約2秒間押します。

約2秒間ブザー音が鳴り、その後、通常測定状態になります。

■電源の切り方

①の電源スイッチを約2秒間押すと電源が切れます。

■測定レンジの変更方法 (測定レンジは30とします。)

②の▲を押すとレンジが上がります。▼を押すとレンジが下がります。

測定レンジは0.3, 1, 3, 10, 30 の5段階です。

■時定数の変更方法 (時定数は10とします。)

③の「TIME CONST」ボタンを押すと時定数を変更できます。

時定数は3, 10, 30の3段階です。

■計数音のON／OFF (OFFで測定します。)

⑤のボタンを押すと計数音のON／OFFができます。

■メーターの見かた

メーター上部の赤く点灯している数字はその時の測定レンジを表します。（下図では0.3）

上部右の2つはそのとき選択している単位を表します。(下図ではμSv/h)

液晶表示の左の数字はその時の時定数を表します。（下図では3）

液晶表示の右の数字はその時の1時間当たりの線量率を表します。（下図では0.08μSv/h）

※アナログ針もその時の1時間当たりの線量率を表しますが、針で示す最大値は設定する

測定レンジによって変動します。

※線量率は常時変化します。(通常レベルは0.05μSv/h程度です。)

使用目的：空間放射線量率の測定に用います。

■単位の変更方法 (単位はμSv/hとします。)

④のボタンを押すと単位の選択ができます。(μSv/hまたはμGy/h)

〈メーターの見方〉

1

2

3
5

4
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電池残量の■が1個の時は電池交換を行います。（下記参照）

HV状態がOKとならない(ERRORと表示される)場合は道に連絡をすること。

(修理の必要あり)

■電池の交換方法

１ 電源をOFFにしてください。

２ サーベイメータ本体ケースの底にある底蓋をはずしてください。

３ 電池4個全てを取り出し、新しい電池と交換してください。

（電池の極性にご注意ください。）

４ 電池は市販品の単二アルカリ乾電池(LR14)をご使用ください。

※注意事項※

［本体について］

精密機器ですので、強い衝撃等を与えないように、取り扱いにはご注意ください。

特に検出器の先端内側に取り付けられているNaI(Tl)の結晶は衝撃によって割れてしまう
可能性がありますので、特にご注意ください。

［電池について］

長期間使用しない場合は電池を抜き取り、使用の際に電池を入れてください。

■起動時の機器状態確認

起動時に液晶画面に下記のような表示がされます。

19



NaI(Tl)シンチレーション式サーベイメータ 測定方法

■サーベイメータの養生

（機器本体が放射性物質で汚染されないようビニール袋で保護します。）

下図のようにサーベイメータをビニール袋などで養生します。

養生したサーベイメータのビニール袋などが汚染した場合は、適宜ビニール袋などを

取り替えます。

■定点での測定方法

下図のようにサーベイメータを腰の高さ(地上約1m)で地面に対して水平に持ち、

発電所方向を向きながら測定を行います。

20

ビニール袋などで全体で覆い、
テープで留める

発電所方向

地上約１m
（腰の高さ）



■指示値の読み取り方法

• 時定数を設定し、時定数の３倍の時間が経過したときに１回目の指示値を読み取る。

• ２回目以降の指示値の読み取りは、設定した時定数の間隔で合計５回読み取る。

• ５回読み取った指示値の平均値が、測定結果となる。

＜例 時定数を10秒に設定したとき＞

時定数設定
測定開始

読み取り①
a（μSv/h）

読み取り②
b（μSv/h）

読み取り③
c（μSv/h）

読み取り④
d（μSv/h）

読み取り⑤
e（μSv/h）

30秒 10秒 10秒

10秒 10秒

測定結果（μSV/h） =
（ a + b + c + d + e ）

５

■測定結果の記録

測定地点、測定日時、測定値等を線量率記録票（Ｐ26）に記入する。

21



GM管式サーベイメータ TGS-146B 取扱説明

■電源の入れ方 →次頁「起動時の機器状態確認」参照のこと

①の電源スイッチを約2秒間押します。約2秒間ブ
ザー音が鳴り、その後、通常測定状態になります。

■電源の切り方
①の電源スイッチを約2秒間押すと電源が切れま
す。

■検出器の取り外し方

検出器脱着ボタンを押しながら前方へ引き出します。

■検出器の取り付け方

取手上面の検出器取付金具の前部より、カチッと

音がするまで挿入してください。

■測定レンジの変更方法 (測定レンジは100k(100000)とします。)
②の▲を押すとレンジが上がります。▼を押すとレンジが下がります。

測定レンジは100, 300, 1k(1000), 3k(3000), 10k(10000), 30k(30000), 
100k(100000)の7段階です。

■時定数の変更方法 (時定数は10とします。)
③の「TIME CONST」ボタンを押すと時定数を変更できます。
時定数は3, 10, 30の3段階です。

■計数音のON／OFF (OFFで測定します。)

④のボタンを押すと計数音のON／OFFができます。

■メーターの見かた

メーター上部の赤く点灯している数字はその時の測定レンジを表します。（下図では100）

液晶表示の左の数字はその時の時定数を表します。（下図では10）

液晶表示の右の数字はその時の1分当たりの計数率（cpm）を表します。（下図では47cpm）

※アナログ針もその時の1分当たりの計数率を表します。針で示す最大値は設定する測定レンジ
によって変動します。

※計数率は常時変化します。

〈メーターの見方〉

使用目的：表面汚染の有無の確認に用います。
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電池残量の■が1個の時は電池交換を行います。

HV状態がOKとならない(ERRORと表示される)場合は道に連絡をすること。(修理の必要あり)

※注意事項※

［本体について］

精密機器ですので、強い衝撃等を与えないように、取り扱いにはご注意ください。

特に検出器の先端部に取り付けられているGM計数管の窓は衝撃または先端が尖ったもので触

れると割れてしまう可能性がありますので、特にご注意ください。

［電池について］

長期間使用しない場合は電池を抜き取り、使用の際に電池を入れてください。

■起動時の機器状態確認

起動時に液晶画面に下記のような表示がされます。

・電池の交換方法

１）電源をOFFにしてください。

２）サーベイメータ本体ケースの底にある底蓋をはずしてください。

３）電池4個全てを取り出し、新しい電池と交換してください。

（電池の極性にご注意ください。）

４）電池は市販品の単二アルカリ乾電池(LR14)をご使用ください。
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GM管式サーベイメータ 測定方法

■サーベイメータの養生

（機器本体及び検出器が放射性物質で汚染されないようビニール袋で保護します。）

下図のようにサーベイメータ本体及び検出器をビニール袋などで養生します。

養生したサーベイメータのビニール袋などが汚染した場合は、適宜ビニール袋などを

取り替えます。

本体

■測定者の準備

汚染検査要員は、防護服、手袋(綿手袋、ゴム手袋)、防じんマスク、防護帽などを着用

します。

■表面汚染の測定方法

下図のように、体から約1cm離して１秒間に10cm程度の早さで移動しながら測定します。

計数率が最大となる位置で約30秒保持して測ります。

測定結果は、測定結果記録票（P27）に記録します。（併せて被ばく線量と活動内容も

記録してください）

※頭から顔、両肩、手の平・甲、衣服の上半身・下半身、靴底まで全身漏れなく測定し

ます。

※汚染の判定基準：40,000 cpm（OIL4）

24

検出器

ビニール袋で全体で覆い、養生テープで留める
検出器（プローブ部）はラップフィルムで覆っても良い。



■簡易除染の方法

測定の結果「40,000cpm」を超過した部位があった場合は、簡易除染エリアにて、

除染を行う。

＜脱衣＞

衣服が汚染されている場合は、次の事項に留意して脱衣を行います。

・手袋とマスクを着用する。

・衣服の表を中に巻き込むように脱衣する。

・脱衣の際に皮膚に触れる場合は、テープ等で覆ってから脱衣する。

・替えの衣服はあらかじめ用意する。

脱衣後、該当箇所の表面汚染を測定し、測定の結果、40,000cpm以下とならない

場合は拭き取り等による簡易除染を行う。

＜拭き取り＞

頭髪や皮膚が汚染されている場合、次の事項に留意してウェットティッシュ等を用いた

拭き取りを行う。

・手袋（手の簡易除染時は不要）とマスクを着用する。

・汚染が確認された箇所の周囲から中心に向かって一方向に拭き取る。

・１枚のウェットティッシュ等を何度も繰り返して拭き取りに使用しない。

・使用済みウェットティッシュ等は所定の容器等へ入れる。

・アルコールにアレルギーのある者は、水で濡らしたガーゼ、布等で対応する。

拭き取り後、該当箇所の表面汚染を測定し、40,000cpm以下であることを確認する。

（40,000cpm以下にならない場合は、医療機関へ搬送しますので、係員の指示に

従ってください）
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26

測定結果記録様式
No.

分類

□サーベイメータ（□NaIシンチレーション □電離箱）

□その他（ ）

１回目 ２回目 3回目 4回目 5回目 平均値

所属： 氏名：測定者

測定機器

測 定 （単位； μＳｖ/ｈ ）

線 量 率 記 録 票

備 考

測定地点 測定日時

確認項目（該当項目について記入・確認し、印をつける）
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Ｎｏ．

■　被測定者の情報

所　 　　　属

氏　　 　　名 年齢

活 動 内 容

活動期間（時間）

■　被ばく線量測定結果 （　□ ～1mSv未満　　□ 1mSv以上）

個人線量計  µSv µSv µSv

■　身体表面 □ 汚染あり （ □ 頭頂部　□ 肩　□ 手のひら　□ 手の甲　□ 腰部　□ 鼻腔部　□ 衣服　□ その他　）

→ 簡易除染後、再度測定

□ 汚染なし

（　単位　 ｃｐｍ　）

　Ｂ．Ｇ．

　Ａ（頭頂部）

　Ｂ（肩） 左 右

　Ｃ（手のひら） 左 右

　Ｄ（手の甲） 左 右

　Ｅ（腰部） 左 右

　Ｆ（鼻腔部）

　衣服

　その他

防護靴

外　部　被　ば　く　線　量　及　び　表　面　汚　染　測　定　結　果　記　録　票

（ 測 定 日 時 ） 　　　　　年　　月　　日　　時　　分

（ 測 定 担 当 者 名 ）

（ 記 録 担 当 者 名 ）

性別

汚染の判定基準：４０，０００ｃｐｍ

備　　考測定機器 番号 今回
前回までの

累計
計

前

Ｄ Ｄ

Ｅ Ｅ

Ａ

Ｆ

Ｂ Ｂ

Ｃ Ｃ

後

Ｄ Ｄ

Ｅ Ｅ

Ａ

Ｆ

Ｂ Ｂ

Ｃ Ｃ

身体表面
測定結果

靴底
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